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若木周辺地区では「若木周辺地区まちづくり計画」に基づき、災害に強いまち

づくりを進めております。その取組みの一つ、新たな防火規制区域の導入につい

て、今年の９月に２度の住民説明会を開催いたしました。このたび、皆さんから

寄せられたご意見を踏まえ、下記のとおり区域指定案の説明会および縦覧・意見

書の受付を実施いたします。皆さんのご参加をお待ちしております。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

若木周辺地区  

ままちちづづくくりり協協議議会会二二ュューースス  
第 6号／平成 26年 11月／発行：若木周辺地区まちづくり協議会 

新新たたなな防防火火規規制制のの区区域域指指定定案案ににつついいてて   
～～住住民民説説明明会会をを開開催催ししまますす～～   

 同同じじ内内容容でで２２回回開開催催いいたたししまますす。。どどちちららかかごご都都合合ののよよろろししいい  

時時間間帯帯ににごご参参加加くくだだささいい（（事事前前申申しし込込みみ不不要要））。。  

 （事務局）板橋区 都市整備部 市街地整備課 住環境整備計画グループ 
      住所：〒173-0004 板橋区板橋 2-65-8 MS ビル７階

 （協力）株式会社 首都圏総合計画研究所  

若木周辺地区のまちづくりに関するご意見・お問い合わせ先 

区区域域指指定定案案  説説明明会会ののおお知知ららせせ 

【日時・場所】 

 ①平成２６年12 月 6 日(土) 午後３時～ 

  中台地域センター（中台 1-44-8）地下１階 第１和室 

 ②平成２６年12 月 8 日(月) 午後７時～ 

  中台地域センター（中台 1-44-8）２階 レクリエーションホール 

縦縦覧覧・・意意見見書書受受付付 

受付期間：12 月 4 日(木)～12 月 18 日(木) 

縦覧・提出場所：下記事務局まで 

意見書の提出方法：直接または郵送、FAX、E メール 

 詳詳細細はは 1111 月月下下旬旬掲掲載載のの板板橋橋区区ののホホ

ーームムペペーージジででごご覧覧くくだだささいい。。  

ごご不不明明なな点点ががごござざいいままししたたらら、、下下記記、、

事事務務局局ままででおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  



                      ２                                                      ３ 

 若木周辺地区まちづくり協議会 地区計画検討部会で検討をしています！ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地地区区計計画画のの検検討討ににつついいてて 

アアンンケケーートト調調査査ににつついいててののおお願願いい 

地地区区計計画画検検討討部部会会のの経経緯緯 

新新たたなな防防火火規規制制区区域域ににつついいてて 
 新たな防火規制区域とは 

 新たな防火規制区域の導入を予定している区域 

 

 
 
 

・西台一丁目（全域） 

・西台三丁目（1，2，3，16，17 番） 
・若木一丁目（全域） 
・若木二丁目（31 番を除く） 
・若木三丁目（全域） 

●「新たな防火規制区域」とは、東京都建築安全条例第 7条の３に基づき、東京都が指定する

災害時に発生する火災等による危険性が高い地域において、建築物の耐火性能を強化するも

のです。 

●区内では、大谷口地区（平成 16 年度）、板橋三丁目・仲宿・本町地区（平成 25 年度）に

すでに導入されています。 

●今回導入を予定している区域では、すでに都市計画で準防火地域に指定されており、一定以

上の耐火性能が求められています。今回「新たな防火規制区域」を導入すると、より耐火性

能の高い耐火または準耐火建築物を建てることになります。準耐火建築物以上の耐火性能を

持つ建築物が増えることで、火災の延焼が抑制され、災害に強いまちになっていきます。 

※規制の内容については、本ニュースの第５号をご覧ください。 

 板橋区のホームページでもご覧いただけます。 

今年 9 月のまちづくりニュース第 5 号にて、地区計画検討エリア（若木一丁目全域と若木

二丁目及び西台一丁目の一部）を対象に「若木周辺地区まちづくり協議会 地区計画検討部会」

の設立をお伝えし、その後、第 2回を 9月 

13日(土)、第 3回を 11月 8日(土)に開催 

しました。 

緑化や良好な住環境のある街並みづく

り、消防活動困難区域の解消をめざし、引

き続き、若木１丁目全域と若木２丁目及び

西台１丁目の一部のエリア（４ページ参照）

で、地区計画の検討を進めていきます。 

都市計画法で定められたまちづくりの手法のひとつで、地域ごとの特性にあわせて道路や公

園の配置、建物の建替えのルール※を定めるものです。 

 特徴①：建物等を「建替える時」のルール 

 特徴②：「都市計画事項」よりもきめ細やかに、地区単位で決めるルール 

 特徴③：住民の皆さんと区が一緒につくるルール 

地地区区計計画画ととはは？？ 

※ ：建替えのルールの例：建物の用途規制、

建物の高さ規制、敷地面積の最低限度規

制、建物等の形態又は色彩規制、垣や 

   さくの構造規制、建物の壁面規制、など 

現在「めざすまちの将来像を実現するためのまちづくりルール」

について、地区計画検討エリア（４ページ参照）の方を対象にア

ンケート調査を実施しています。 

本調査の結果は、地区計画策定のための貴重な資料として活用

させていただきます。 

まだご回答いただいていない方につきましては、誠に恐縮です

が、平成 26年 11 月 30日(日)までにご投函
いただきますよう、お願い申し上げます。 
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 地区計画検討エリア 

 

 第 4 回 若木周辺地区まちづくり協議会 地区計画検討部会の日程 

日 時：平成２６年１月１７日（土） 

    午後６時～８時 

会 場：中台地域センター(中台 1-44-8) 

     ２階レクリエーションホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画検討 

エリア 

約２９．７ha 

 

若木１丁目 全域 

 

若木２丁目 

 14～30番 

 32～36番 

 

西台 1丁目 

 1、3、7番の各一部 

西台一丁目周辺北地区地区計画 

（平成13年度策定済み）約 19.3ha 

西台一丁目周辺南地区地区計画 

（平成 8年度策定済み）約 7.7ha 
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今今後後ののススケケジジュューールル 

傍聴を希望される方は、 

１月１６日(金)１２時までに、１ページ下に 

記載してある事務局までご連絡ください。 


